
≪令和６年度 地域おこし協力隊募集要項≫ 

 

受入団体名 【担当課 まちづくり営業課（営業推進班）】 

募集人数 １名 

採用予定日 令和６年４月１日 

活動地区 活動エリア：久万高原町全域  拠点：一般社団法人ゆりラボ 

タイトル ≪愛媛県久万高原町≫地域の健康を見守るコミュニティナース協力隊を募集します！ 

地域の現状

や課題、求

める人物
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どのような地域なの？ 

 仁淀川の源流域となる久万高原町。中心地の標高は約５００m で、夏は涼しく冬は

積雪もある高原の町です。584 ㎢という愛媛県で最も広い面積に人口７，２００人ほ

どが暮らしており、小さな集落が町内に広く点在しています。そんな人と人との物理

的な距離は離れた地域といえますが、すべての住民が心を寄せ合い、助け合えるまち

を目指しています。 

 周辺地域の小さな集落は、住民の多くがご高齢の方であるという現状にあります。

移動が困難な住民の皆さんは地域で集まる機会も少なく、独居の方々にいたっては一

日中誰とも話さない日もあるそうで、そういった住民のみなさんの健康状態の把握が

難しいといった課題があります。小さな集落でも元気に暮らしている方ばかりです

が、少しでも永く幸せに暮らすためには健康寿命の延伸や病気の早期発見がとても重

要であると考えています。 

 

どのようなミッションなの？ 

 そこで、久万高原町では、地域の暮らしの身近な場所で、すべての住民の社会的・

心身的な健康を見守りながら、多彩なケアを実践する「コミュニティナース（以下コ

ミナス）」を募集します。 

※コミュニティナースとは、医療機関ではなく、暮らしの身近な場所でケアを実践す

る人材です。詳しくは右記参考サイトをご覧ください：ゆりラボコミュニティナース

事業 https://www.yuri-labo.com/cn  

 

 

 

 

取り組んでいただきたい活動は以下の内容です。 

 〇町内全域にコミナス機能の普及を図るため地域コミュニティにコミナス 

  保健室の設置を進めます。 

 〇既にある様々な「ケアの仕組み」（病院・保健福祉行政チーム・社会福祉 

  協議会・民間福祉施設・学校・こども園など）との連携をとり、これから 

  どのようなケアのあり方が必要か、チームと共に考え、活動そのものを企 

  画・提案し実践していきます。 

 

最長３年間の活動イメージは？ 

【１年目】コミナス活動を行う一般社団法人ゆりラボメンバーとして、コミナス保健

室や出張保健室など、既存コミナス活動の実施と積極的に地域に足を運び住民とコミ

ュニケーションを図ります。 

【２年目】町内全域でのコミナス保健室定着を目標に、各地域団体との意見交換を行

い合意を得られた地域において保健室運営やその支援を行います。 

コミュニティーナースについて⇒ 

https://www.yuri-labo.com/cn


【３年目】２年目までの活動に加え、退任後の起業や就職に向けた活動を中心に、シ

フトしていきます。 

 

任期後のイメージは？ 

 任期後は、ご自身の希望次第ですが、引き続き（一社）ゆりラボのコミナス事業の

運営に携わりながら、各地域にて運営を始める保健室への必要に応じたマネージメン

トなど行っていただきます。また、看護師等の資格があれば町内の医療機関へ就職し

たり、または、その他の職につくことも可能です。コミナス以外の職に就いたとして

も、それぞれ活動のなかでのご自身ならではのコミナス活動に取り組んでほしいと考

えています。そして何よりも、自分らしいペースで暮らし、この町を楽しんで欲しい

と思っています。 

 

どのようなサポートがあるの？ 

 ゆりラボメンバーが日々の暮らしや業務、そして、退任後の活動までをサポートし

ます。久万高原町の受入担当課であるまちづくり営業課も協力隊員の活動をバックア

ップします。その他、えひめ暮らしネットワーク（愛媛県内の地域おこし協力隊を支

援している一般社団法人）といった団体も協力隊員をサポートします。また、町内で

活動する協力隊員の定期交流会もありますし、他地域の協力隊員と交流ができる各種

研修会にも参加できます。 

 

最後にみなさんへ！！ 

 ご家族と離れて暮らすご高齢の方々が、今後も継続して元気に暮らせていけるかは

わかりません。時には、遠くの家族より近くの他人の方が心を通わせることの方が少

なくないのではないでしょうか。この町に住む住民ひとりひとりが幸せに暮らし続け

るために、我々が取り組むコミュニティナーシング（地域看護）という思想を多くの

住民が持つことこそ持続可能なまちづくりにつながると信じています。 

募集対象 

次の①から⑦すべてに該当する方を対象とします。 

① 心身ともに健康で、地域住民や域内事業者、関係機関と積極的にコミュニケーシ

ョンを図り、協力しながら精力的に活動に取り組むことができる方 

② 生活の拠点を３大都市圏と政令指定都市又は地方都市（過疎地域や離島振興地域

などの条件不利地域は除く。）としており、久万高原町地域おこし協力隊員として、

採用後、久万高原町に住民票を異動することができる方 

③ パソコンの一般的な操作ができ、地域内外へ積極的に情報発信ができる方 

④ 普通自動車運転免許を有しており、実際に運転ができる方 

⑤ 地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しない方 

⑥ 協力隊終了後も久万高原町において定住に意欲がある方 

⑦ 自他の強みと弱みの両面を理解し、どう関わり実践できるのかを楽しみながら、

試行錯誤し続けられる方 

勤務時間 

【勤務時間】原則１日７時間 週３５時間勤務  

（原則、午前８時３０分～午後４時３０分（休憩６０分）） 

ただし、業務及び活動内容等によって勤務時間を変更することがあります。 

雇用形態 

・期間 

【雇用形態】パートタイム会計年度任用職員（町職員）となります。 

【雇用期間】着任の日から１年間とし、最長３年まで再度の任用を行います。 

【副業】可 ※副業は勤務時間外に限ります 

給与等 
月額２３０，０００円（社会保険料等の本人負担分は差し引かれます。） 

※賞与の支給はありません。 



待遇 

・福利厚生 

・社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険）等に加入します。 

・任期中は久万高原町内の賃貸住宅等に居住していただきます。任期中の借上げ料は

町が補助金として支給します。 

（補助上限３０，０００円。超過する場合は自己負担となります。） 

・活動に要する備品、事務用品及び旅費等は予算の範囲内において町が負担します。 

・活動用のパソコン及び公用車は町が貸与します。 

・休暇等については、久万高原町会計年度任用職員の規定に準じます。 

応募手続き 

（共通） 

【応募受付期間】 

令和５年１０月３１日（火）締め切り（当日消印有効） 

【提出書類】 

下記所定の様式（①、②）を提出してください。全ての提出書類において、PC等で

作成いただいても構いません。 

① 久万高原町地域おこし協力隊応募用紙 

② テーマに沿ったレポート 

テーマ(ミッション共通)『地域おこし協力隊になって実現したいこと』 

※志望動機や希望地域での活動に自身の経験・能力をどう活かすか、任期終了後の展

望などについて１,０００字～１,２００字で作成。 

【提出方法】郵送、Eメール、持参により提出 

選考 

（共通） 

【１次選考】１１月上旬（予定） 

応募書類により選考の上、選考結果を応募者全員に文書で通知します。 

【２次選考】１２月上旬（予定） 

１次選考合格者を対象に、２次選考試験（面接（対面型））を久万高原町役場におい

て行います。面接日時及び会場等の詳細については、１次選考結果の通知の際にお知

らせします。なお、面接時には、提出いただいたレポートについて、３分程度で発表

していただきます。 

【最終選考結果】最終選考結果は、１２月中に文書で応募者全員に通知します。 

※住民票の異動は必ず採用日以降に行ってください。採用日以前に住民票を異動させ

ると採用対象者でなくなり、採用取り消しとなります。 

提出先 

〒７９１－１２０１  

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２番地 

久万高原町役場ふるさと創生課移住促進班 まで 

℡０８９２－２１－１１１１（内線３２５） 

   Ｅ-mail：furusatosousei@kumakogen.jp 

その他 
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